
新座市くらし応援ぷらすクーポン

取扱店舗募集の
ご案内

新座市では、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受ける市民の皆

様の消費下支え及び市内業者の皆様を支援するため、市内の対象店舗で使える

「くらし応援ぷらすクーポン」を発行します。

これに伴い、クーポンが使用できる取扱店舗を募集します。

募集期間 ： 令和８年6月５日 ～ １２月１１日

クーポン配布額 ： 市民お一人につき4,000円分

クーポン発行総額（見込み） ： 666,000,000円

（4,000円の内訳：大型店など全ての取扱店で使用できる共通券3,000円分

中小個店のみ使用できる専用券1,000円分）

クーポン利用期間 ： 令和８年８月下旬 ～ 令和9年1月31日 

事業実施者 ： 新座市

（７月１５日までにお申込みいただいた取扱店様は、全世帯に発送される「ぷらすクーポン」に同封する

「取扱店舗一覧」に掲載します。）

新座市くらし応援ぷらすクーポン 取扱店舗登録申請書

フリガナ カ）ニイザ
代表者名 新座 太郎

事業者名 ㈱ ニイザ
担当者名 新座 次郎

住 所
（所在地）

〒３５２－○○○〇

新座市○○○○ 〇丁目〇番〇号

電話番号 ○○○－○○○－○○○〇 ＦＡＸ番号 ○○○－○○○－○○○〇

メールアドレス ○○○○○○○○○ ＠ 〇○○○.○○○

募集要項について遵守することを誓約し取扱店舗に申込みます。

■ 事業者情報

フリガナ イザカヤ ニイザ

店 舗 名 居酒屋 新座

住 所
（所在地）

〒

同 上

電話番号 同 上 ― ―

専用券
使用可能

店舗の可否

（上記の①、②のどちらに該当するかは、市の審査により決定し後日通知させていただきます。）

店舗URL
（ある場合のみ）

https://○○○○○○○○○.○○○

事業者業種
（該当するもの1つ
に〇をつけてくださ

い）

1.スーパー、コンビニ 2.生鮮食品（肉、魚、青果、惣菜等） 3.和洋菓子 4.ドラッグストア、薬局
5.ファッション（衣類、靴、バッグ、アクセサリー等） 6. ホーム・インテリア（家電、家具、寝具、キッチン用品等）
7. 書籍、事務用品、ホビー関連 8. グリーン・ペット（生花、ガーデニング用品、ペット関連）
9. ガソリンスタンド、自動車、自転車、カー用品 10.レストラン、定食屋（和食・洋食・中華等） 11.居酒屋
12.カフェ 13.理容、美容、エステ 14.生活関連（クリーニング、修理等） 15.医療 16.住まい 17.その他

主な
取扱品目

募集要項に記載している「①共通券のみ使用できる店舗」又は「②共通券、専用券いずれも使用できる店舗」のどちら

に該当になるか判断させていただくため、次の項目内容に当てはまる場合は、□ にチェック（✓）をお付けください。

□ 大規模小売店舗立地法上の適用を受けている

□ チェーン店※である
※左の募集要項の１申込資格を参照

・左記の□に１箇所以上チェック（✓）があった場合は

「①共通券のみ使用できる店舗」

・左記の□にいずれもチェック（✓）がなかった場合は

「②共通券、専用券いずれも使用できる店舗」

■ 振込先口座（クーポンの換金先の口座）

振
込
先
口
座

金融機関名

○○○〇
口座名義

（申請者と同一）

※カタカナで記入

カ）ニイザ

○○○〇 口座番号

句読点を含む15文字まで。無記入の場合は「特設ホームページ」、「取扱店舗一覧」にはブランクで掲載されます。

焼 き 鳥 、 も つ 煮 、 刺 身 な ど の 和 食

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

銀 行

信用金庫

農 協

支 店
１ 普通

２ 当座

令和 ８ 年 ６ 月 ５ 日

記 入 例

■ 店舗情報

※「特設ホームページ」「取扱店舗一覧」で公開される情報です。事業者情報と同じ場合は「同上」と記入ください。

特設ホームページ及び取扱店舗一覧に電話番号の掲載を

希望しない方は右□ にチェック（✓）をお付けください。



募集要項

上記募集要項≪申込資格≫の申込み内容の虚偽や、≪厳守事項≫に違反する行為が認められた場合、換金の拒否や取扱店舗登

録を取り消す場合があります。また、当該違反により損害金が発生した際は、請求する場合があります。

お申込み方法 （次のいずれかの方法でお申込みください。）

お申込み後の流れ ： 審査の上、対象店舗に取扱店スターターキット（マニュアル、ポスター等）を送付します（上記募集要

項≪申込資格≫の①、②店舗該当決定含む）。

募集期間 ： 令和８年6月５日～１２月１１日（７月１５日までにお申込みいただいた取扱店様（郵送は必着）は、全世帯に

発送される「ぷらすクーポン」に同封する 「取扱店舗一覧」に掲載します。）

問合せ ： くらし応援ぷらすクーポン運営事務局 ℡ 0120-635-171 （平日９時～１８時）

新座市くらし応援ぷらすクーポン 取扱店舗登録申請書

フリガナ
代表者名

事業者名
担当者名

住 所
（所在地）

〒

電話番号 ― ― ＦＡＸ番号 ― ―

メールアドレス

募集要項について遵守することを誓約し取扱店舗に申込みます。

■ 店舗情報

※「特設ホームページ」「取扱店舗一覧」で公開される情報です。事業者情報と同じ場合は「同上」と記入ください。

■ 事業者情報

フリガナ

店 舗 名

住 所
（所在地）

〒

電話番号 ― ―

専用券
使用可能

店舗の可否

（上記の①、②のどちらに該当するかは、市の審査により決定し後日通知させていただきます。）

店舗URL
（ある場合のみ）

事業者業種
（該当するもの1つ
に〇をつけてくださ

い）

1.スーパー、コンビニ 2.生鮮食品（肉、魚、青果、惣菜等） 3.和洋菓子 4.ドラッグストア、薬局

5.ファッション（衣類、靴、バッグ、アクセサリー等） 6. ホーム・インテリア（家電、家具、寝具、キッチン用品等）

7. 書籍、事務用品、ホビー関連 8. グリーン・ペット（生花、ガーデニング用品、ペット関連）

9. ガソリンスタンド、自動車、自転車、カー用品 10.レストラン、定食屋（和食・洋食・中華等） 11.居酒屋

12.カフェ 13.理容、美容、エステ 14.生活関連（クリーニング、修理等） 15.医療 16.住まい 17.その他

主な
取扱品目

特設ホームページ及び取扱店舗一覧に電話番号の掲載を

希望しない方は右□ にチェック（✓）をお付けください。

募集要項に記載している「①共通券のみ使用できる店舗」又は「②共通券、専用券いずれも使用できる店舗」のどちら

に該当になるか判断させていただくため、次の項目内容に当てはまる場合は、□ にチェック（✓）をお付けください。

□ 大規模小売店舗立地法上の適用を受けている

□ チェーン店※である
※左の募集要項の１申込資格を参照

・左記の□に１箇所以上チェック（✓）があった場合は

「①共通券のみ使用できる店舗」

・左記の□にいずれもチェック（✓）がなかった場合は

「②共通券、専用券いずれも使用できる店舗」

■ 振込先口座（クーポンの換金先の口座）

振
込
先
口
座

金融機関名

口座名義
（申請者と同一）

※カタカナで記入

口座番号

句読点を含む15文字まで。無記入の場合は「特設ホームページ」、「取扱店舗一覧」にはブランクで掲載されます。

銀 行

信用金庫

農 協

支 店
１ 普通

２ 当座

令和 年 月 日【全般事項】 
・ 新座市内に実店舗があり、当該店舗において商品やサービスを直接顧客に提供する販売形態であるとともに、本

クーポンの決済ができる体制（レジオペレーションなどを含む）であること
（インターネット販売のみのような販売形態の店舗は対象外）

・ 対象外品目を販売しない体制とすることができる店舗
・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当しない店舗（ただし、第1項第2号は除く）

【①共通券のみ使用できる店舗の要件】
・ 「大規模小売店舗立地法上の適用を受けている店舗」、「チェーン店※」のいずれかに該当する店舗
※ チェーン店：業態・事業内容等にかかわらず、事業者が単一資本で合計11以上の事業所・店舗等を経営している場

合の各店舗等

【②共通券、専用券いずれも使用できる店舗の要件】
・ 「大規模小売店舗立地法上の適用を受けている店舗」、「チェーン店※」のいずれにも該当しない店舗
※ チェーン店：上記同様
※ 上記②の店舗については、クーポン売上に５％を上乗せした額で換金します。
例） コンビニエンスストアをフランチャイズ契約により５店舗有して経営を行っている事業者は、上記のチェーン店要

件に該当しない（11店舗未満）ため、②となる。

≪申込資格≫

≪登録料≫

≪対象外品目≫

≪遵守事項≫

≪換金方法≫

無料

たばこ（加熱式たばこ含む）、公的医療保険の自己負担金、不動産、金融商品、商品券類、切手、印紙、プリペイド
カード等換金性の高いもの、電子マネーのチャージ、公租公課、公共料金 など

⑴ クーポンの偽造等、不正の疑いがある場合は、クーポンでの取引を拒否するとともに、速やかに市へ報告すること
⑵ ⑴で掲げる場合を除き、クーポンでの取引を拒んではならないこと
⑶ クーポンを対価の弁済手段として「対象外品目」に規定する取引を行ってはならないこと
⑷ 誠実にクーポンでの取引を行うとともに、関係法令を遵守すること
⑸ 市との連携体制を構築し、必要に応じて市からの指示に従うこと
⑹ 新座市暴力団排除条例（平成24年新座市条例第7号）第２条第1号に規定する暴力団関係者又は第2号に規定

する暴力団員でないこと

「新座市商工会へのクーポンご持参」、「クーポンの郵送」の２つの方法を予定しています。詳細については、決定次
第、ご案内させていただきます。なお、換金の頻度は１週間に１回を上限とする予定です。

≪電子申請≫
こちらから

（特設ホームページ）

↓

≪郵送又はFAX≫

右の「取扱店舗登録申請書」に必要事項を記入し、口座確認資料※を添付いただき、ご申

請ください。

・郵送先 〒330-0802  さいたま市大宮区宮町4丁目129 大栄ツインビルＮ館5階

㈱日本旅行 埼玉法人営業部内「ぷらすクーポン」運営事務局 宛

・ＦＡＸ ＦＡＸ番号： 050-3537-4980 （「ぷらすクーポン」運営事務局）

※ 口座確認資料：通帳の見開き１～２ページの写し（口座名義、口座番号、支店名、支店

コードがわかる部分）又はキャッシュカードの写し
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